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１．はじめに  

 令和４年６月13日、「刑法等の一部を改正する法律案」（閣法第57号）及び「刑法等の一

部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案」（閣法第58号）が参議院

本会議で多数をもって可決、成立した（同年６月17日公布）。  

本稿は、両法律案の提出の経緯及びその概要並びに主な国会論議について整理したもの

である。 

 

２．背景・経緯  

（１）処遇を一層充実させ、立ち直りを後押しするための諸制度の導入 

「再犯の防止等の推進に関する法律」（平成28年法律第104号）に基づいて定められた「再

犯防止推進計画」（平成29年12月15日閣議決定）では、「法務省は、少年法における「少年」

の上限年齢の在り方及び非行少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事

法の整備の在り方についての法制審議会の答申が得られたときには、それを踏まえて所要

の措置を講じる。」とされた。 

また、平成27年６月に成立した「公職選挙法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第

43号）の附則第11条で、選挙権年齢等の引下げに伴って、少年法等の規定について検討を

加え、必要な法制上の措置を講ずるものとされたことや、民法の成年年齢の18歳への引下



立法と調査　2022.9　No.449
15

 

げ1に向けた具体的な準備が開始されること等を踏まえ、法務省は、少年法の適用対象年齢

を含む若年者に対する刑事法制の在り方全般に関する検討を開始し、平成28年12月に報告

書2を取りまとめた。報告書では、少年法適用対象年齢引下げの是非について賛否両論が併

記されているほか、18歳、19歳の者を含む若年者等を対象として検討が必要となる刑事政

策的措置についてまとめられた。 

平成29年２月、法務大臣から少年法の適用対象年齢の引下げや犯罪者に対する処遇の在

り方についての諮問（諮問第103号）を受けた法制審議会は、少年法・刑事法（少年年齢・

犯罪者処遇関係）部会を設置し、同部会は令和２年９月、罪を犯した18歳及び19歳の者の

刑事司法制度上の取扱い及び犯罪者処遇を一層充実させるための法整備等の在り方を内容

とする取りまとめを行った。同取りまとめは翌10月、法制審議会総会において報告がなさ

れ、審議・採決の結果、取りまとめに基づく答申案が全会一致で原案どおり議決され、法

務大臣に答申が行われた3。 

 

（２）侮辱罪の法定刑の引上げ 

近年、インターネット上において、誹謗中傷を内容とする書き込みが行われる事案が少

なからず見受けられる。令和２年５月、テレビ番組での言動をめぐりＳＮＳで誹謗中傷を

受けたプロレスラーが亡くなり、令和３年７～９月に開催された東京五輪・パラリンピッ

クでも選手に対する悪意に満ちた書き込みが相次いだ4。 

このような誹謗中傷は、容易に拡散する一方で、インターネット上から完全に削除する

ことが極めて困難となる。また、匿名性の高い環境で誹謗中傷が行われる上、先行する書

き込みを受けて次々と書き込みがなされるタイムライン式のＳＮＳでは、過激な内容を書

き込むことへの心理的抑制が働きにくく、その内容が非常に先鋭化することとなる。イン

ターネット上の誹謗中傷は、このような特徴を有することから、他人の名誉を侵害する程

度が大きくなりやすいなどとして、重大な社会問題となっていると指摘されていた5。  

誹謗中傷が行われた場合、刑法の名誉毀損罪（第230条）又は侮辱罪（第231条）に該当

し得ることになる。インターネット上、とりわけＳＮＳにおける特定個人に対する集中的

な誹謗中傷では、少数の者が事実を摘示して誹謗中傷を行い、多数の者がそれに便乗して

事実の摘示なしに誹謗中傷を行う傾向があるため、「事実を摘示」したことが要件となって

いる名誉毀損罪に該当し得る場合は少なく、侮辱罪で処理せざるを得ない場合が多い。し

かし、侮辱罪の法定刑は刑法の罪の中で最も軽い「拘留又は科料」とされており、公訴時

 
1 平成30年６月、「民法の一部を改正する法律」（平成30年法律第59号）が成立し、同法の施行日となる令和４

年４月１日から民法における成年年齢は18歳に引き下げられた。 
2 法務省「「若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会」取りまとめ報告書」（平28.12） 
3 答申のうち、罪を犯した18歳及び19歳の者の刑事司法制度上の取扱いについては、第204回国会において、18

歳及び19歳の者を「特定少年」と位置付けて少年法の適用対象としつつ、その適用において特例規定を整備

すること等を内容とする「少年法等の一部を改正する法律」（令和３年法律第47号）が令和３年５月に成立、

公布された。同法に関する論点等については、高津戸映「少年法等の改正―「特定少年」に関する特例規定

の整備―」『立法と調査』第441号（令3.12）を参照願いたい。 
4 『日本経済新聞』（令3.9.25） 
5 法制審議会刑事法（侮辱罪の法定刑関係）部会第１回会議（令3.9.22）議事録４～５頁 
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効は最も短い１年（刑事訴訟法第250条第２項第７号）であるため、被害に対して法定刑が

軽すぎるとの批判6とともに、公訴時効が短く、特にインターネット上の誹謗中傷の場合は

加害者の特定に時間を要することが多いため7、刑事責任追及の壁となっている8との指摘

がされていた。 

深刻化するインターネット上の誹謗中傷対策として、法務大臣は令和３年９月16日、法

制審議会に侮辱罪の法定刑の引上げを内容とする要綱（骨子）について諮問した（諮問第

118号）。この諮問を受けて法制審議会に設置された刑事法（侮辱罪の法定刑関係）部会（以

下「侮辱罪関係部会」という。）において議論が行われた後、10月６日、要綱（骨子）のと

おり法整備をするのが相当である旨、法制審議会総会に報告することが決定された。同月

21日には、法制審議会総会に報告され、賛成多数をもって原案どおり採択され、法務大臣

に答申が行われた。 

 

（３）両法律案の提出 

令和４年３月８日（第208回国会）、政府は、（１）及び（２）を踏まえ、「刑法等の一部

を改正する法律案」（閣法第57号）及び「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法

律の整理等に関する法律案」（閣法第58号）を衆議院に提出した。 

 

３．両法律の概要  

（１）刑法等の一部を改正する法律 

本法律は、刑事施設における受刑者の処遇及び執行猶予制度等のより一層の充実を図る

ため、懲役及び禁錮を廃止して拘禁刑を創設し、その処遇内容等を定めるとともに、執行

猶予の言渡しをすることができる対象者の拡大等の措置を講じ、並びに罪を犯した者に対

する刑事施設その他の施設内及び社会内における処遇の充実を図るための規定の整備を行

うほか、近年における公然と人を侮辱する犯罪の実情等に鑑み、侮辱罪の法定刑を引き上

げるものであり、その主な内容は次のとおりである。 

ア 罪を犯した者の施設内・社会内処遇のより一層の充実 

（ア）拘禁刑の創設 

懲役及び禁錮を廃止し、これらに代わるものとして、拘禁刑を創設する。拘禁刑は、

刑事施設に拘置し、拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行

わせ、又は必要な指導を行うことができる。 

（イ）執行猶予制度の拡充 

 
6 『読売新聞』（令3.9.17）、『朝日新聞』（令3.10.17）等 
7 『産経新聞』（令3.10.22） 

なお、令和３年４月、インターネット上の誹謗中傷を受けた被害者の迅速な救済に向け、匿名の投稿者を特

定しやすくする改正プロバイダ責任制限法（正式名称は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及

び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律」（令和３年法律第27号））が成立した。現行では、

投稿者の特定に手続が２回必要（①サイトの運営業者に、ＩＰアドレス等の開示を請求、②プロバイダに、

そのＩＰアドレスを使った人物の名前等の開示を請求）だが、新たな裁判手続を創設し、１回で完結するよ

う改める。令和４年10月１日に施行される。 
8 『日本経済新聞』（令3.5.24） 



立法と調査　2022.9　No.449
17

 

ａ 再度の刑の全部の執行猶予の言渡しについて、それが可能な宣告刑の上限を１年

から２年に引き上げるなど、対象者の範囲を拡大する。 

ｂ 猶予の期間内に更に犯した罪について公訴の提起がなされている場合には、   

当該罪についての有罪判決の確定が猶予の期間の経過後となったときにおいて   

も、猶予された当初の刑を執行することができる。 

（ウ）施設内・社会内処遇に関する規定の整備 

ａ 処遇要領は、できる限り速やかに、矯正処遇の目標並びに作業・指導ごとの内容

及び方法をできる限り具体的に記載して定めるものとする。 

ｂ 再び保護観察付執行猶予を言い渡された者について、少年鑑別所による鑑別を行

うなどして再犯の要因を的確に把握し保護観察を実施する。 

ｃ 受刑者・保護観察対象者等について、刑事施設の長等による被害者等から聴取し

た心情等を踏まえた指導等に関する規定を整備する。 

イ 侮辱罪の法定刑の引上げ等 

侮辱罪の法定刑を「拘留又は科料」から「１年以下の懲役若しくは禁錮9若しくは30万

円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げる。 

政府は、本規定の施行後３年を経過したときは、その施行の状況について、外部有識

者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする10。 

ウ 施行期日 

ア 

 

 

 

（ア） 

（イ）ａ、ｂ 

（ウ）ａ、ｂ 

公布の日から起算して３年を超えない範囲内において政令

で定める日から施行する。 

 

（ウ）ｃ 

 

公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において

政令で定める日から施行する。 

イ  公布の日から起算して20日を経過した日から施行する11。 

 

（２）刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 

本法律は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係法律の規定の整理等を行う

ものであり、その主な内容は次のとおりである。 

ア 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係法律の「懲役」及び「禁錮」を「拘

禁刑」に改めるなど所要の整理等を加える。 

イ 所要の経過措置を定める。 

ウ 刑法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 

 

 

 
9 公布の日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める日からは「懲役若しくは禁錮」は「拘禁

刑」となる。 
10 衆議院において修正が行われ、附則に追加された。 
11 令和４年７月７日、施行された。 
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４．主な国会論議 

（１）処遇を一層充実させ、立ち直りを後押しするための諸制度の導入 

ア 拘禁刑を創設する意義及び効果 

 拘禁刑を創設する意義及び効果について、法務省は「近年、刑罰の目的の一つである

受刑者の改善更生、再犯防止の重要性についての認識が高まってきている。現行法にお

いては、懲役か禁錮かという刑の種類によって作業を行わせるか否かは異なるが、作業

は重要な処遇方法であるから、それを行わせるか否かが刑の種類という形式的な区分に

よって定まるものとするのではなく、個々の受刑者の特性に応じ、作業と指導とをベス

トミックスした処遇を行うことができるようにすることが重要である。そこで、個々の

受刑者の特性に応じた処遇を可能として、一層の改善更生、再犯防止を図る観点から、

現行法の懲役及び禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁刑を創設し、拘禁刑は、刑事施設

に拘置する、改善更生を図るため必要な作業を行わせ又は必要な指導を行うことができ

ると規定することとするものである。これにより、例えば、教育を十分に行うべき若年

者に対しては、作業を大幅に減らしたり作業を全くさせずに改善指導、教科指導を行う

ことが可能となったり、高齢者や障害者についても同様にその特性に応じた作業以外の

改善指導を行うことが可能となるなど、より一層個々の受刑者の特性に応じたきめ細や

かな処遇が可能になると考えている」旨答弁した12。 

イ 再度の刑の全部執行猶予を言い渡すことができる刑期の上限を２年に引き上げる趣旨 

 再度の刑の全部執行猶予を言い渡すことができる刑期の上限を２年に引き上げる趣旨

について、法務省は「現行法上、再度の刑の全部の執行猶予を言い渡すことができる刑

期の上限は１年とされ、１年を超える刑期の場合にはいわゆる実刑に処さなければなら

ないこととされている。しかし、執行猶予の期間内に再犯に及んだ者について、１年を

超える刑期とする場合であっても、改善更生、再犯防止を図る観点からは実刑に処する

よりも再度の執行猶予を言い渡して社会内処遇を続けさせる方が適当な場合もある。そ

のため、裁判所の処分の選択肢の幅を広げてより適切な処遇ができるようにする観点か

ら、猶予の期間内に再犯に及んだ者について、再度の刑の全部の執行猶予を言い渡すこ

とができる刑期の上限を引き上げることが必要であると考えられる。もっとも、執行猶

予の言渡しを受けた者は言わば再犯に及んではならないとの警告を受けていたのであり、

それにもかかわらずあえて猶予の期間内に再犯に及んだ以上、その行為責任は執行猶予

の言渡しを受けていない者よりも重いのであり、再度の執行猶予に対する安易な期待を

与えるべきではないと考えられることからすると、刑期の上限を初度の刑の全部の執行

猶予の場合と同じ３年にまで引き上げることは相当でないと考えられる。そこで、再度

の刑の全部の執行猶予を言い渡すことができる刑期の上限を１年から２年に引き上げ、

刑期が２年以下の場合には再度の刑の全部の執行猶予を言い渡すことができるようにす

るものである」旨答弁した13。 

 

 
12 第208回国会参議院法務委員会会議録第14号２頁（令4.5.24） 
13 第208回国会参議院法務委員会会議録第14号13頁（令4.5.24） 
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ウ 執行猶予期間満了後の刑の執行の仕組みの導入により期待される効果 

執行猶予期間満了後の刑の仕組みを導入することにより期待される効果について、法

務省は「現行法上、執行猶予の期間内に再犯に及んだことに基づいて執行猶予の言渡し

を取り消すためには、猶予の期間内に有罪判決が確定することが必要とされている。もっ

とも、執行猶予制度の趣旨は、執行猶予の言渡しの取消しによる心理的強制により改善

更生、再犯防止を図ることにあるところ、犯罪の発生から判決が確定するまでに一定の

期間を要することに照らすと、猶予の期間の満了が近づくにつれて、再犯に及んでも執

行猶予の言渡しを取り消されない可能性が高まることとなり、執行猶予の趣旨、機能が

全うできないことになりかねない。そもそも、執行猶予制度の趣旨に鑑みれば、猶予さ

れていた当初の刑を執行すべきかどうかを判断する上で重要なのは、再犯についての有

罪判決が猶予の期間内に確定したことではなく、猶予の期間内に再犯に及んだことであ

ると考えられる。そこで、今回の法改正は、刑の執行猶予期間の経過後にもその刑の執

行ができるようにするものであり、これにより、猶予の全期間を通じて執行猶予の言渡

しの取消しによる心理的強制により改善更生、再犯防止を図るという執行猶予制度の機

能が十全に発揮されることになるものと期待している」旨答弁した14。 

エ 処遇要領の策定に関する改正内容と具体的な処遇内容 

処遇要領の策定に関する改正内容について、法務省は「個々の受刑者の特性に応じた

処遇を行うことを一層徹底するため、受刑者の矯正処遇の目標及びその内容等を定める

処遇要領についてできる限り具体的に記載する」ことや、「受刑者の処遇要領は刑の執行

後できる限り早期に策定する」ことが挙げられる旨答弁した15。 

また、具体的な処遇内容について、法務省は「例えば、学力の不足により社会生活に

支障があるなど教科教育等を十分に行うべき若年の受刑者には学力向上のための指導を

中心とした処遇を実施したり、依存症などの問題性を抱える受刑者に対しては、その問

題性に着目した指導と、出所後の就労を見据えて作業を個々の特性に応じたバランスで

実施するなど、柔軟な処遇を実施することを想定している」旨答弁した16。 

オ 再保護観察付執行猶予者の処遇の特則を設ける趣旨 

再度の保護観察付執行猶予者の処遇の特則を設ける趣旨について、法務省は「今回の

改正では、再度の保護観察付執行猶予を言い渡された者に関し、再犯に結び付いた要因

の的確な把握に留意して保護観察を実施しなければならない旨を明記した上で、その要

因を的確に把握するため、原則として少年鑑別所の長に対して鑑別を求めるものとする

規定を設けるなどの特則を設け、それまで処遇に携わった更生保護官署以外の視点を取

り入れ、その問題性について多角的な分析を行って、より慎重かつ綿密な処遇方針を立

てて保護観察を実施することとしている」旨答弁した17。 

 

 
14 第208回国会参議院法務委員会会議録第15号３頁（令4.6.2） 
15 第208回国会参議院法務委員会会議録第14号11頁（令4.5.24） 
16 第208回国会参議院法務委員会会議録第14号11頁（令4.5.24） 
17 第208回国会参議院法務委員会会議録第14号13頁（令4.5.24） 
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カ 被害者等から聴取した心情等を踏まえた指導等に関する規定を整備する趣旨 

受刑者に対して被害者等から聴取した心情等を踏まえた指導等に関する規定を整備す

る趣旨について、法務省は「被害者等の心情を聴取してこれを伝達する制度を導入する

ことを目指しているが、この矯正処遇を行うに当たっては、聴取した被害者等の心情を

必ず考慮した上で、受刑者ごとに定める矯正処遇の実施要領を策定することになる。具

体的には、改善指導において、個々の受刑者の事件の受け止め方などを踏まえながら、

受刑者自身が自己の責任を自覚し、被害者等に対する慰謝の念を深められるよう、受刑

者ごとに被害者等の心情等を具体的に理解させる働きかけを行うとともに、被害者等の

心情等に十分考慮しながら、謝罪であったり被害弁償等の具体的な行動を促す指導を実

施することになると考えている」旨答弁した18。 

 

（２）侮辱罪の法定刑の引上げ 

ア 侮辱罪の法定刑引上げの理由、その処罰対象となる行為の範囲及び具体的内容 

 侮辱罪の法定刑を引き上げる理由について、法務大臣は、「我が国における近時の侮辱

の罪の実情等に鑑みれば、公然と人を侮辱する侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪

であるという法的評価を示し、これを抑止するとともに、当罰性の高い悪質な侮辱行為

に対する厳正な対処を可能とするためには、その法定刑を名誉毀損罪に準じたものに引

き上げ、懲役、禁錮を設けることが相当であると考えている」旨答弁し19、その処罰対象

となる行為の範囲について、「今回の法改正は、侮辱罪について法定刑を引き上げるもの

であり、構成要件は変更しておらず、処罰対象となる行為の範囲は全く変わらない」旨

答弁した20。 

 また、侮辱罪の処罰対象となる行為の具体的内容に関し、法務大臣は、「具体的にいか

なる行為が侮辱罪における侮辱に該当するかは、収集された証拠に基づき個別に判断さ

れるべき事柄であり、一概に基準として示すことは困難21」とした上で、「近時、侮辱罪

により処罰された事例の中から一つ挙げると、その被害者のツイッターアカウントに、

てか死ねや、くそが、きもいなどと投稿した事案などがある」と説明した22。しかし、衆

議院の審議において、こうした説明では侮辱罪に該当する具体的行為が不明であるとし

て、何らかの基準等を示すよう求められた23ことを踏まえ、法務省及び警察庁は連名によ

る政府統一見解を示し（参考）、法務大臣が、「個別の事案の犯罪の成否については、法

と証拠に基づいて最終的には司法において判断されることとなるが、侮辱罪における侮

辱にいかなる行為が当たるかという一般論としての基準については、侮辱罪で有罪が確

定した裁判例により、その処罰範囲の概念は明確になっている」24との説明を行った。 

 
18 第208回国会参議院法務委員会会議録第15号２～３頁（令4.6.2） 
19 第208回国会参議院本会議録第24号５頁（令4.5.20） 
20 第208回国会参議院本会議録第24号４頁（令4.5.20） 
21 第208回国会衆議院法務委員会議録第14号15頁（令4.5.11） 
22 第208回国会衆議院法務委員会議録第13号19頁（令4.4.27） 
23 第208回国会衆議院法務委員会議録第13号19頁（令4.4.27）等 
24 第208回国会衆議院法務委員会議録第15号５頁（令4.5.13） 
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参考 現行犯逮捕、侮辱罪の成否等に係る政府統一見解 

                                 令和４年５月 

法務省・警察庁 

現行犯逮捕、侮辱罪の成否等に係る政府統一見解 

 

１ 現行犯逮捕の基準 

○ 現行犯逮捕は、捜査機関において、個別具体的な事実関係に即して、法と証拠に基づき判

断がなされるものであり、侮辱罪に限らず、あらゆるケースを想定した基準を示すことは困

難である。 

２ 侮辱罪に係る現行犯逮捕の可否 

○ その上で、侮辱罪に係る現行犯逮捕の可否について申し上げる。 

○ まず、今般の法整備は、もとより、正当な言論活動を処罰対象とするものではない。 

○ 侮辱罪による逮捕に関して、今般の法定刑の引上げにより、住居不定であることなどの制

限はなくなるが、それ以外の要件に変わりはない。 

○ 捜査機関においては、侮辱罪による現行犯逮捕について、表現の自由の重要性に配慮しつ

つ、慎重な運用がなされるものと承知している。 

○ 現行犯逮捕は、逮捕時に、犯罪であることが明白で、かつ、犯人も明白である場合にしか

行うことができない。この要件を満たす場合には、住居不定であるなどの要件がなくても、

法律上は可能となるが、犯罪であることが明白というのは、違法性を阻却する事由がないこ

とも明白ということであり、侮辱罪については、表現行為という性質上、逮捕時に、正当行

為でないことが明白といえる場合は、実際上は想定されない。 

３ 侮辱罪成否の基準 

○ 個別の事案の犯罪の成否については、法と証拠に基づき、最終的には司法において判断さ

れることとなるが、侮辱罪にいう「侮辱」にいかなる行為が当たるかという一般論としての

基準については、侮辱罪で有罪が確定した裁判例により、その処罰範囲の概念は明確になっ

ている。 

○ なお、テロ等準備罪新設の際など、罰則の新設や処罰範囲の変更に際しては、犯罪の成否

についてお示ししたことがあるが、これは、新設・改正する条文の文言の意義や処罰範囲の

概念を明確にするために、その文言や要件を立案した趣旨としてお示ししたものである。 

（出所）法務省資料 

 

イ 侮辱罪の法定刑の引上げによる諸規定の適用関係変更 

侮辱罪の法定刑の引上げに伴い、諸規定の適用関係が変わることとなる（図表）。 

（ア）公訴時効の延長の効果 

侮辱罪の法定刑の引上げに伴い、公訴時効が１年から３年に延長されることが、加害

者の特定に至らずに公訴時効が経過し、泣き寝入りを強いられてきた被害者の救済につ

ながる可能性について、法務省は、「一般論として、公訴時効期間が長くなると、その間

に、行為者の特定などに時間が掛かるとしても、必要な捜査を行って起訴するに足りる
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証拠を収集することができる場合はあると考えられる」旨答弁した25。 

（イ）法定刑の引上げに伴う逮捕要件の緩和の影響 

  侮辱罪の法定刑の引上げに伴い、逮捕要件が緩和されることについては、捜査機関に

よる恣意的な運用を可能にする懸念が指摘された26｡これに対し､法務大臣は､「逮捕状に

よる逮捕及び勾留に関して､住居不定であることなどの制限はなくなるものの､それ以外

の要件に変わりはなく､恣意的な逮捕等が可能になるものでもない」旨答弁した27。 

  また、侮辱罪による現行犯逮捕の可能性の有無について、法務省は当初、「現行犯とは

罪を犯したことが明らかな場合であるが、その具体的な事例が侮辱罪に該当するかどう

かについては具体的な事実関係によって定まるものであるため、それを前提とした逮捕

の可否については答えられない」旨答弁していた28。しかし、こうした答弁が曖昧である

として、侮辱罪による現行犯逮捕の懸念の指摘が相次いだことから29、国家公安委員会委

員長は、前述の政府統一見解（参考）のとおり、「現行犯逮捕は、捜査機関において、個

別具体的な事実関係に即して、法と証拠に基づき判断されるものであり、侮辱罪に限ら

ず、あらゆるケースを想定した基準を示すことは困難である」とした上で30、侮辱罪に係

る現行犯逮捕の可否について、「現行犯逮捕は、逮捕時に、犯罪であることが明白で、か

つ、犯人も明白である場合にしか行うことができない。この要件を満たす場合には、住

居不定であるなどの要件がなくても、法律上は可能となるが、犯罪であることが明白と

いうのは、違法性を阻却する事由がないということも明白ということであり、侮辱罪に

ついては、表現行為という性質上、逮捕時に正当行為でないことが明白と言える場合は、

実際上は想定されない」と説明した31。 

 

図表 侮辱罪の法定刑引上げによる主な変更点 

 現行 改正後 （参考）名誉毀損罪 

法定刑 

 

 

拘留（１日以上30日未満＊1）

又は科料（千円以上１万円未

満＊2） 

１年以下の懲役若しくは禁

錮若しくは30万円以下の罰金

又は拘留若しくは科料 

３年以下の懲役若しくは禁

錮又は50万円以下の罰金 

 

公訴時効 

 

 

１年 

（刑事訴訟法第250条第２項第

７号） 

３年 

（刑事訴訟法第250条第２項

第６号） 

３年 

（刑事訴訟法第250条第２項

第６号） 

逮捕・勾留 

 

 

一定の場合以外､できない 

（刑事訴訟法第199条第１項た

だし書、第60条第３項） 

できる 

（刑事訴訟法第199条第１項､

第60条第１項） 

できる 

（刑事訴訟法第199条第１項､

第60条第１項） 

     ＊1 刑法第16条 ＊2 刑法第17条 

 （出所）法務省資料、『読売新聞』（令3.10.20）等より作成 

 
25 第208回国会参議院法務委員会会議録第14号５頁（令4.5.24）  
26 第208回国会参議院本会議録第24号２頁（令4.5.20） 
27 第208回国会参議院本会議録第24号４頁（令4.5.20） 
28 第208回国会衆議院法務委員会議録第13号11頁（令4.4.27） 
29 第208回国会衆議院法務委員会議録第13号12～13頁（令4.4.27）、第208回国会衆議院法務委員会議録第14号

11頁（令4.5.11）等 
30 第208回国会衆議院法務委員会議録第15号７頁（令4.5.13） 
31 第208回国会衆議院法務委員会議録第15号７頁（令4.5.13） 
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ウ 表現の自由に対する萎縮効果の懸念 

 侮辱罪の法定刑を引き上げることによって、表現の自由、言論の自由に対する萎縮効

果があるとの懸念は各方面から指摘され32、法案審議の中でも中心的に議論が行われた。

特に、政治家に対する批判を侮辱罪として処罰される懸念が示されたことに対して、法

務大臣は、「今回の法改正は、侮辱罪の法定刑を引き上げるのみであり、構成要件を変更

するものではない。したがって、処罰対象となる行為の範囲が広がるわけではない」と

し、「公正な論評といった正当な表現行為については、仮に相手の社会的評価を低下させ

る内容であっても、刑法第35条の正当行為として違法性が阻却されて処罰されないと考

えられる。法制審議会の部会においても、捜査、訴追を行う警察、検察の委員から、こ

れまでも表現の自由に配慮しつつ対応してきたところであり、この点については今般の

法定刑の引上げにより変わることはないとの考え方が示された」旨答弁した33。さらに、

「今回の法改正は言論の弾圧につながるものでも表現の自由を脅かすものでもないと考

えているが、表現の自由に対する懸念があることは真摯に受け止め、法改正の趣旨等に

ついて丁寧な説明に努めたい」旨答弁した34。国家公安委員会委員長も、「警察において

は、これまでも表現の自由の重要性に配慮しつつ捜査を行ってきたところであり、この

点は法定刑の引上げによって変わるものではない」旨答弁した35。 

エ 法定刑の引上げに当たっての検討の充足性 

 侮辱罪の法定刑の引上げに関して、法務大臣の法制審議会への諮問から侮辱罪関係部

会において答申が行われるまで１か月余り、侮辱罪関係部会の開催は２回のみという進

め方が拙速に過ぎるとの指摘は審議前からあった36。国会審議においてこの点をただす

意見に対して法務省は、「（侮辱罪関係部会においては）全体を通じて非常に活発な議論

が行われ、第２回会議において、本諮問に対する議論は尽くされたと認められたことか

ら、全ての委員、幹事が同意した上、部会としての意見の取りまとめが行われた」旨答

弁した37。 

また、表現の自由に関わる問題であるにもかかわらず、侮辱罪関係部会に憲法学者が

いなかった点への指摘38に対し、法務大臣は、「法制審議会の総会は、憲法学者が委員と

して任命されている。侮辱罪の法定刑の引上げに関する諮問については、まず総会にお

いて調査審議が行われた後、部会における調査審議を経て、そして改めて総会において

 
32 法制審議会総会第191回会議（令3.9.16）議事録19頁（大迫委員発言部分）、日本弁護士連合会「侮辱罪の法

定刑の引上げに関する意見書」（令4.3.17）３～５頁<https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/docume

nt/opinion/2022/220317.pdf>（以下、ＵＲＬの最終アクセス日はいずれも令4.8.30）、日本ペンクラブ声明

「侮辱罪の拙速な厳罰化が言論表現の自由を脅かすことを憂慮します」（令4.4.7）<http://japanpen.or.jp

/statement20220407/>、『朝日新聞』（令3.10.17）、『読売新聞』（令3.10.20）、『東京新聞』（令4.5.14）、『中

国新聞』（令4.5.18）等 
33 第208回国会参議院法務委員会会議録第14号５頁（令4.5.24） 
34 第208回国会参議院法務委員会会議録第14号５頁（令4.5.24） 
35 第208回国会参議院法務委員会会議録第15号５頁（令4.6.2） 
36 『朝日新聞』(令3.10.17)、『毎日新聞』（令3.11.7）、日本弁護士連合会「侮辱罪の法定刑の引上げに関する

意見書」（令4.3.17）６～７頁<https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2022/2203

17.pdf> 
37 第208回国会参議院法務委員会会議録第14号25頁（令4.5.24） 
38 第208回国会参議院法務委員会会議録第17号３頁（令4.6.10） 
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部会での議論を紹介した上で調査審議が行われ、答申案の採択に至った、という経緯で

あり、総会における議論は部会での議論を踏まえて憲法学者も加わった上で行われた」

旨答弁した39。 

オ インターネット上の誹謗中傷対策強化に向けた取組 

 インターネット上の誹謗中傷を始めとする人権侵害を救済する体制についての質疑に

対し、法務大臣は、「国、地方公共団体、プロバイダ等が様々な取組を行っており、法務

省の人権擁護機関においても、プロバイダ等に対する削除要請等の調査救済活動を行っ

ている。こうした中、一人でも多くの方を救済するためには、関連する取組を進める関

係省庁やプロバイダ等による緊密な連携体制が構築されることが不可欠であるものと考

えている。法務省としては、今後とも、関係省庁等と緊密に連携を取り、インターネッ

ト上の誹謗中傷による人権侵害の救済にしっかりと対応していく」旨答弁した40。また、

インターネット上の誹謗中傷に対する啓発活動の重要性について、総務大臣は「総務省

では、文部科学省などと連携をし、出前講座の実施やトラブル事例集の公表などを通じ

て教育現場への啓発を進めているほか、ＳＮＳ運営事業者などと連携をした啓発活動も

行っている」旨答弁し41、文部科学大臣は、学校教育における取組等について、「学習指

導要領では、小学校段階から、情報発信による他人や社会への影響について考えさせる

学習活動などを通じて、情報モラルを確実に身に付けさせることとしている。また、教

員の指導力向上を図る目的として、ＩＣＴ活用に関する指導者研修や情報モラルセミ

ナーの実施、教員向け指導資料やe－ラーニングのコンテンツの提供などの取組を行っ

ている。あわせて、文部科学省では、保護者等を対象として関係省庁や関係事業者とも

連携しながら、インターネットに関する講座やシンポジウムなどを実施し、ＳＮＳの正

しい利用方法等の普及啓発に取り組んでいる」旨答弁した42。 

このほか、インターネット上などの侮辱事案に対する警察の人的体制の整備について

は、国家公安委員会委員長から、「改正法の施行後、被害の届出状況等に応じ必要な人員

を配置し、適切に事案対応を行うよう警察庁を指導していく」旨の答弁があった43。 

 

（３）その他 

 受刑者の処遇の充実や更生の支援と、侮辱罪の法定刑の引上げは、内容が全く異なるテー

マで、法制審議会においても別々に諮問がなされ、別に設置された部会において検討され

てきた。このように、本来別々の課題であるものを、今回、一本化して提出したことにつ

いては、充実した審議が望めず、問題があるとの指摘がなされた44。これに対して、法務大

臣は、「これらはいずれも、刑事法に関する現下の課題に対処するため刑法を改正するとい

 
39 第208回国会参議院法務委員会会議録第17号３頁（令4.6.10） 
40 第208回国会参議院本会議録第24号５頁（令4.5.20） 
41 第208回国会参議院本会議録第24号８頁（令4.5.20） 
42 第208回国会参議院本会議録第24号８頁（令4.5.20） 
43 第208回国会参議院本会議録第24号５頁（令4.5.20） 
44 第208回国会参議院本会議録第24号２頁（令4.5.20） 
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う点で共通していることから、一つの法律案で改正するものである」旨答弁した45。 

 

５．おわりに  

本改正においては、処遇を一層充実させ、立ち直りを後押しするための諸制度の導入と

して、拘禁刑の創設を始めとする様々な施策が取り入れられた。再犯防止の推進のために

は、今回のような制度の見直しに加え、衆議院法務委員会の附帯決議46及び参議院法務委員

会の附帯決議47にもあるように、実務に携わる矯正施設及び更生保護官署の人的・物的体制

の充実強化が必要であろう。また、罪を犯した者が矯正施設を出た後に孤立を深めないよ

う、社会内での受入れ体制を整えることも重要である。そのためには再犯防止の意義を国

民が納得できるように分かりやすく説明することが必要である。 

また、侮辱罪の法定刑の引上げ及び誹謗中傷への対処をめぐっては、侮辱罪の厳罰化よ

りも民事訴訟による解決の充実を望む声があるほか48、インターネット上の誹謗中傷は、必

ずしも侮辱罪で捕捉できるものではないとして、オンラインハラスメントに特化した規定

を求める意見も見られるなど49、様々な意見がある。 

国会審議において、法定刑引上げに伴う侮辱罪に係る逮捕の恣意的な運用及び表現の自

由に対する萎縮効果への懸念が多数示されたことを踏まえ、法務省は本改正後、同省ホー

ムページに「侮辱罪の法定刑の引上げＱ＆Ａ」と題する解説を掲載し50、法務大臣は記者会

見で、侮辱罪の法定刑の引上げに係る部分が施行されるに当たって、「全国の検察庁に対し、

改正の趣旨や内容等を踏まえた適切な運用を求める通達を発出した」と述べた51。表現の自

由、言論の自由を守りながら、インターネット上の誹謗中傷を防ぐための方策を引き続き

社会全体で模索していくことが必要である。 

 

（たかつと あきら、たかはし ようこ） 

 
45 第208回国会参議院本会議録第24号３頁（令4.5.20） 
46 衆議院ウェブサイト掲載の附帯決議<https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome

/Futai/houmuB985C88EBDA1A7A54925884C003675A0.htm> 項目の８を参照。 
47 参議院ウェブサイト掲載の附帯決議<https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/208/f065_0

61001.pdf> 項目の９を参照。 
48 日本弁護士連合会「侮辱罪の法定刑の引上げに関する意見書」（令4.3.17）<https://www.nichibenren.or.j

p/library/pdf/document/opinion/2022/220317.pdf>、『東京新聞』(令4.5.14) 
49 西貝吉晃「サイバーいじめと侮辱罪」『法律時報』93巻10号（令3.9）２～３頁、深町晋也「オンラインハラ

スメントの刑法的規律－侮辱罪の改正動向を踏まえて」『法学セミナー』No.803（令3.12）16頁 
50 法務省「侮辱罪の法定刑の引上げＱ＆Ａ」<https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html> 
51 法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要（令和４年７月５日）」<https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/his

ho08_00317.html> 


